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雑

::報:

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

O
昭
和
五

O
年
一
一
月
二
八
日
(
金
ゾ
午
後
二
時
半
|
五
時
半

「
フ
ラ

γ
ス
に
お
け
る
行
政
学
の
考
え
方
」講

演

パ
リ
大
学
E
教
授

ロ
ラ
ン
・
ド
ラ
ゴ

通

訳

深

瀬

忠

一

出

席

者

一

八

名
グ
ア

y
λ

・
ア
ド
ミ
-
一

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
行
政
法
学
の
発
達
は
著
し
い
が
行
政
学
は
遅
れ

ス
ト
ヲ
チ

1
ゲ

て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
然
り
で
あ
り
、
否
で
あ
る
。
一
九
世
紀

末
か
ら
第
二
次
大
戦
前
迄
に
つ
い
て
は
然
り
、
し
か
し
大
戦
後
は
行
政
学
は

進
歩
を
続
け
、
一
八
世
紀
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
的
行
政
学
の
遺
産
を
継
承
し

て
、
独
自
の
展
開
を
み
つ
つ
あ
る
。
こ
の
分
野
に
お
け
る
第
一
人
者
で
あ
る

ド
ラ
ゴ
教
授
か
ら
、
そ
の
全
貌
に
つ
い
て
の
明
快
な
説
明
を
聴
く
こ
と
が
で

き
た
。ま
ず
、
行
政
学
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
行
政
が
政
治
権
力
の
決
定
を
執
行

す
る
と
い
う
従
属
的
立
場
に
立
つ
こ
と
を
前
提
と
し
、
行
政
現
象
を
対
象
と

γ
ア
ン
ス
・

す
る
社
会
学
・
歴
史
学
・
哲
学
・
法
学
等
の
諸
成
果
を
活
用
す
る
「
交
叉
点

カ
レ
フ
1
h

ル

の
科
学
」
で
あ
り
、
行
政
の
改
善
、
改
革
の
実
用
目
的
に
も
仕
え
る
学
問
分

野
だ
と
規
定
す
る
。

行
政
学
が
社
会
話
科
学
の
う
ち
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
に
つ
い

て
、
計
量
的
、
実
験
的
成
果
を
利
用
し
つ
つ
も
そ
の
限
界
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
こ
と
、
行
政
法
学
と
の
共
通
部
分
が
あ
り
相
互
に
補
完
関
係
に
あ
る
こ

と
、
行
政
組
織
や
管
理
の
科
学
と
し
て
、

0
・
M
(組
織
と
方
法
)
や
R
・

C
-
B
(
予
算
選
択
合
理
化
)
等
に
現
代
的
研
究
領
域
を
拡
め
つ
つ
あ
る
こ

と
、
を
説
明
。

つ
い
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
行
政
学
の
展
開
史
を
概
観
、
一
八
世
紀
末

の
警
察
や
官
房
学
に
は
じ
ま
る
多
数
の
業
績
が
一
九
世
紀
に
あ
り
、
世
紀
末

か
ら
今
世
紀
は
じ
め
に
行
政
法
学
が
「
支
配
的
」
と
な
る
が
、
そ
の
時
期
に

も、

M
-
オ

l
リ
ウ
や
H
・
シ
ヤ
ル
ド
ン
等
の
行
政
学
的
考
察
が
な
か
っ
た

.
ヒ
コ
ロ
ー

わ
け
で
は
な
い
。
後
者
は
、
議
会
に
代
表
さ
れ
る
「
政
治
権
力
」
と
事
務
局

に
代
表
さ
れ
る
「
行
政
権
力
」
を
区
別
し
て
お
り
、
当
時
の
内
閣
の
不
安
定

性
の
影
響
を
示
し
興
味
深
い
。

で
は
、
第
二
次
大
戦
後
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
学
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
と
げ

つ
つ
あ
る
か
。
基
本
的
e

代
表
的
文
献
・
雑
誌
・
資
料
が
紹
介
さ
れ
る
。
ヴ

デ
ル
、
ヂ
ル
ネ
l
、
デ
バ
シ
ュ
、
シ
ュ
ヴ
ア
リ
エ
等
、
ま
た
、
フ
ラ

γ
ス
行

政
学
研
究
の
基
礎
的
手
段
と
い
わ
れ
る
「
行
政
学
抄
録
誌
」
等
、
基
本
が
わ

か
る
。ま
た
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
行
政
学
研
究
動
向
を
、
三
つ
の
流
れ
に
整
理
し
て

解
説
。
第
一
は
、
「
構
造
的
・
制
度
的
」
流
れ
で
、
法
学
的
要
素
が
多
い
。

第
二
は
、
「
社
会
学
的
」
流
れ
で
あ
っ
て
、

M
・
ク
ロ
ジ
ェ
等
が
こ
れ
に
這

7
エ
ノ

4

1
ヌ・

γ
・コ

l
w

入
る
。
ま
た
、
官
庁
内
外
か
ら
の
改
一
草
に
対
す
る
抵
抗
や
「
職
員
団
現
象
」

の
研
究
等
、
興
味
深
い
。
(
紹
介
さ
れ
た
重
要
文
献
資
料
は
、
本
誌
の
「
最
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近
文
献
覚
え
書
き
」
に
記
録
し
て
あ
る
。
一
八
一
!
一
二
頁
〉

質
疑
討
論
を
含
め
て
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
学
と
く
に
ド
ラ
ゴ
教
授
の
そ
れ
は

〈
例
え
ば
、
グ
ル
ネ
l
氏
や
ス
フ
ェ
ー
ズ
教
授
の
そ
れ
は
、
よ
り
政
治
学

的
、
社
会
学
的
で
あ
る
〉
、
行
政
の
社
会
学
と
法
学
な
い
し
動
(
実
)
態
と

制
度
研
究
の
健
全
な
バ
ラ
ン
ス
、
お
よ
び
行
政
の
行
動
様
式
の
数
量
的
デ
ー

タ
l
の
み
な
ら
ず
行
政
職
員
の
内
面
深
く
洞
察
す
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば

「
晃
虫
学
」
に
堕
す
る
と
い
う
指
摘
等
、
有
益
な
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
っ

た
な
お
「
経
済
行
政
に
対
す
る
裁
判
統
制
」
に
つ
い
て
の
研
究
者
セ
ミ
ナ
ー

(
二
九
日
実
施
)
と
と
も
に
、
テ
ー
プ
を
公
法
資
料
室
に
保
管
し
て
あ
る
。

O
昭
和
五

O
年
一
二
月
一
二
日
(
金
)
午
後
一
時
半
|
五
時

「
現
代
英
米
に
お
け
る
相
対
主
義
点
描

-
法
効
力
論
を
機
縁
に
し
て
l
」

報

告

者

守

屋

正

通

出

席

者

二

八

名

英
米
の
相
対
主
義
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
従
来
乏
し
い
。
相
対

主
義
と
い
う
言
葉
自
体
英
米
で
は
滅
多
に
用
い
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
中

で
、
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
生
活
形
式
」
と
い
う
概
念
は
現
代
英

米
の
相
対
主
義
を
特
徴
づ
け
る
上
で
画
期
的
脅
記
衰
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
影

響
力
は
、
認
識
論
、
自
然
、
社
会
各
科
学
方
法
論
、
宗
教
哲
学
、
道
徳
哲
学
、

社
会
人
類
学
、
自
然
科
学
史
な
ど
広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
。

H

・L
・A
-

ハ
l
ト
の
『
法
の
概
念
』
も
明
瞭
に
そ
の
刻
印
を
受
け
て
い
る
。

ハ
ー
ト
に
よ
る
と
、
法
に
対
す
る
内
部
的
観
点
と
外
部
的
観
点
を
区
別
す

る
こ
と
が
法
の
理
解
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
り
、
法
的
ル
l
ル
に
対
す
る
内

部
的
観
点
に
立
つ
て
は
じ
め
て
法
的
義
務
と
か
法
的
規
範
の
観
念
と
そ
の
意

義
が
十
分
に
理
解
さ
れ
う
る
。
内
部
的
観
点
と
は
一
口
に
い
え
ば
、
法
的
ル

ー
ル
依
存
的
観
点
で
あ
り
、
ル
ー
ル
を
行
動
の
基
準
と
し
て
受
け
容
れ
、
行

動
の
評
価
基
準
と
し
て
用
い
る
人
の
観
点
で
あ
る
。
こ
の
観
点
に
立
て
ば
、

法
そ
の
も
の
の
実
効
性
、
法
そ
の
も
の
の
承
認
、
法
の
正
当
性
は
陽
顕
的
に

陳
述
さ
れ
え
な
い
で
、
与
件
と
し
て
前
提
さ
れ
る

l
l
こ
れ
ら
は
外
部
的
観

点
に
立
つ
て
は
じ
め
て
陳
述
さ
れ
う
る
。
法
の
存
在
や
効
力
は
法
仲
間
が
法

体
系
を
受
け
容
れ
、
法
的
行
為
の
妥
当
性
の
基
準
と
し
て
用
い
る
そ
の
荷
担

行
為
そ
の
も
の
の
中
に
存
し
、
あ
た
か
も
メ
ー
ト
ル
原
器
が
そ
う
で
あ
る
よ

う
に
、
法
体
系
が
正
し
い
か
ど
う
か
と
い
う
聞
い
は
、
法
的
に
は
体
系
の
内

部
で
も
外
部
で
も
成
立
ち
え
な
い
。
こ
れ
は
ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

「
生
活
形
式
」
に
と
っ
て
も
基
本
的
特
徴
で
あ
る
。

ハ
ー
ト
自
身
は
法
体
系
の
評
価
を
道
徳
に
留
保
し
て
い
る
が
、
「
生
活
形

式
」
の
適
用
は
今
日
、
広
く
宗
教
や
道
徳
の
体
系
に
及
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら

の
体
系
が
自
足
的
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
い
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
著
し

く
相
対
化
さ
れ
、
間
体
系
的
な
合
理
性
と
、
そ
れ
に
基
く
批
判
の
観
念
が
益

々
後
退
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
に
よ
る
法
体
系

の
客
観
的
評
価
の
可
能
性
は
そ
れ
だ
け
幻
影
拐
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

注
意
す
べ
き
は
、
「
生
活
形
式
」
は
あ
る
程
度
経
験
的
性
格
を
も
っ
て
は

い
る
が
、
む
し
ろ
思
考
の
論
理
的
枠
組
な
い
し
概
念
体
系
と
し
て
観
念
さ
れ

て
お
り
、
生
活
形
式
を
共
有
し
な
い
も
の
の
間
で
は
、
棺
互
に
主
張
の
伝
達
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お
よ
び
正
当
化
や
批
判
の
可
能
性
が
論
理
的
に
絶
た
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
さ
ら
に
生
活
形
式
が
理
解
や
批
判
の
基
準
と
し
て
終
局
的
な
も
の
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
活
形
式
は
「
正
当
と
不
当
の
区
別
の
彼
岸
に
あ
る
。
」

か
よ
う
な
概
念
論
的
相
対
主
義
を
促
進
す
る
契
機
は
、
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ

ス
の
崩
壊
、
文
化
の
断
絶
、
理
解
可
能
性
の
基
盤
と
な
る
理
由
や
-
証
拠
の
基

準
の
歴
史
的
変
化
、
制
度
の
多
重
的
形
成
と
更
新
、
規
約
主
義
や
信
念
の
不

死
身
化
へ
の
誘
惑
、
真
理
対
応
説
に
ま
つ
わ
る
認
識
論
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、

意
味
論
に
お
け
る
意
味
用
法
説
、
(
古
典
的
〉
合
理
主
義
に
お
け
る
論
点
先

取
、
さ
ら
に
自
由
と
寛
容
の
要
請
な
ど
、
多
彩
で
あ
る
。

こ
の
報
告
で
は
、
か
か
る
概
念
論
的
相
対
主
義
に
対
し
、
不
十
分
と
知
り

つ
つ
、
と
り
あ
え
ず
若
干
の
批
判
的
-
評
釈
を
加
え
た
。
そ
の
さ
い
、
吋
ユ
混
-

H
N
ニ
。
。
若
宮
帆
科
書

S
H
S札
均

SEWN
は
参
考
に
な
っ
た
。

イ
γ 価格拘束 ぐ ァ フラ 分身

ン 法るラ
ド 法 γ

スン 行為 次

議lヱ制ミ〉
のス

ラ展関 に資 憲法理の 論
イお

の セ け vC 事回附ム 司ヒヨ王

構造
ユノ る お ..--・、、
ス
物的目 料

け 第第
契約 る 説

政党 七
と の 号巻
ジ
庇捜

の
ヤ

位地 予を
『ミF め

稲 稗 坂 小山 告
貫 本 野畠

正 俊 武 善正

樹文 憲 康男
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